
 

都 民 の 健 康 と 安 全 を 確 保 す る 環 境 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 䥹 平 成 十 三 年 東 京 都 規 則 第 三 十 四 号 䥺 䥹 抄 䥺  

改 正 案  現 行  
目 次 䥹 現 行 の と お り 䥺  目 次 䥹 略 䥺  

第 一 条 か ら 第 三 条 の 七 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 一 条 か ら 第 三 条 の 七 ま で 䥹 略 䥺  

䥹 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 等 䥺  䥹 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 等 䥺  

第 四 条 条 例 第 五 条 の 七 第 八 号 ア に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 要 件 は 䣍

事 業 所 に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量 䥹 燃 料 及 び こ れ を 熱 源

と す る 熱 䥹 他 人 か ら 供 給 さ れ た も の に 限 る 䣎 䥺 並 び に 電 気 䥹 燃 料

を 変 換 し て 得 ら れ た 電 気 で あ 䣬 て 䣍 当 該 電 気 を 発 生 さ せ た 者 が 自

ら 使 用 す る も の 並 び に 再 生 可 能 エ ネ ル ギ 䤀 を 変 換 し て 得 ら れ た 電

気 で あ 䣬 て 䣍 当 該 電 気 を 発 生 さ せ た 者 が 自 ら 使 用 す る も の 及 び 当

該 電 気 の み を 供 給 す る 者 か ら 供 給 䥹 電 気 事 業 法 䥹 昭 和 三 十 九 年 法

律 第 百 七 十 号 䥺 第 二 条 第 一 項 第 六 号 の 託 送 供 給 を 除 く 䣎 䥺 を 受 け

た も の を 除 く 䣎 䥺 の 年 度 の 使 用 量 䥹 別 表 第 一 の 二 の 第 一 欄 に 掲 げ

る 燃 料 等 の 区 分 ご と に 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る 単 位 で 表 し た 量 を い

う 䣎 䥺 に 䣍 当 該 区 分 に 応 じ 当 該 燃 料 等 の 一 当 該 単 位 当 た り の ギ ガ

ジ 䣻 䤀 ル で 表 し た 発 熱 量 と し て 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 係 数 を 乗 じ

て 得 ら れ る 発 熱 量 を 合 算 し 䣍 当 該 合 算 し た 量 䥹 第 四 条 の 十 一 の 二 䣍

第 五 条 及 び 第 五 条 の 二 に お い て 䣓 一 次 エ ネ ル ギ 䤀 換 算 量 䣔 と い う 䣎 䥺

を 䣍 発 熱 量 一 ギ ガ ジ 䣻 䤀 ル を 原 油 〇 ・ 〇 二 五 八 キ ロ リ 䣹 ト ル と し

て 換 算 す る 方 式 に よ り 原 油 の 数 量 に 換 算 し た も の を い う 䣎 以 下 同

じ 䣎 䥺 が 千 五 百 キ ロ リ 䣹 ト ル 以 上 で あ る こ と と す る 䣎 た だ し 䣍 事

業 所 の う ち 䣍 次 に 掲 げ る 者 䥹 住 居 の 用 に 供 す る 部 分 の み を 所 有 す

る も の を 除 く 䣎 䥺 が 所 有 す る 部 分 に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使

第 四 条 条 例 第 五 条 の 七 第 八 号 ア に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 要 件 は 䣍

事 業 所 に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量 䥹 燃 料 及 び こ れ を 熱 源

と す る 熱 䥹 他 人 か ら 供 給 さ れ た も の に 限 る 䣎 䥺 並 び に 電 気 䥹 燃 料

を 変 換 し て 得 ら れ た 電 気 で あ 䣬 て 䣍 当 該 電 気 を 発 生 さ せ た 者 が 自

ら 使 用 す る も の 並 び に 再 生 可 能 エ ネ ル ギ 䤀 を 変 換 し て 得 ら れ た 電

気 で あ 䣬 て 䣍 当 該 電 気 を 発 生 さ せ た 者 が 自 ら 使 用 す る も の 及 び 当

該 電 気 の み を 供 給 す る 者 か ら 供 給 䥹 電 気 事 業 法 䥹 昭 和 三 十 九 年 法

律 第 百 七 十 号 䥺 第 二 条 第 一 項 第 六 号 の 託 送 供 給 を 除 く 䣎 䥺 を 受 け

た も の を 除 く 䣎 䥺 の 年 度 の 使 用 量 䥹 別 表 第 一 の 二 の 第 一 欄 に 掲 げ

る 燃 料 等 の 区 分 ご と に 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る 単 位 で 表 し た 量 を い

う 䣎 䥺 に 䣍 当 該 区 分 に 応 じ 当 該 燃 料 等 の 一 当 該 単 位 当 た り の ギ ガ

ジ 䣻 䤀 ル で 表 し た 発 熱 量 と し て 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 係 数 を 乗 じ

て 得 ら れ る 発 熱 量 を 合 算 し 䣍 当 該 合 算 し た 量 䥹 第 四 条 の 十 一 の 二

に お い て 䣓 一 次 エ ネ ル ギ 䤀 換 算 量 䣔 と い う 䣎 䥺 を 䣍 発 熱 量 一 ギ ガ

ジ 䣻 䤀 ル を 原 油 〇 ・ 〇 二 五 八 キ ロ リ 䣹 ト ル と し て 換 算 す る 方 式 に

よ り 原 油 の 数 量 に 換 算 し た も の を い う 䣎 以 下 同 じ 䣎 䥺 が 千 五 百 キ

ロ リ 䣹 ト ル 以 上 で あ る こ と と す る 䣎 た だ し 䣍 事 業 所 の う ち 䣍 次 に

掲 げ る 者 䥹 住 居 の 用 に 供 す る 部 分 の み を 所 有 す る も の を 除 く 䣎 䥺

が 所 有 す る 部 分 に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量 の 合 計 が 当 該



 

用 量 の 合 計 が 当 該 事 業 所 全 体 に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量

の 二 分 の 一 以 上 で あ る 場 合 に あ 䣬 て は 䣍 こ の 限 り で な い 䣎  

事 業 所 全 体 に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量 の 二 分 の 一 以 上 で

あ る 場 合 に あ 䣬 て は 䣍 こ の 限 り で な い 䣎  
一 か ら 六 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  一 か ら 六 ま で 䥹 略 䥺  

２ 及 び ３ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 及 び ３ 䥹 略 䥺  

䥹 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 䥺  䥹 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 䥺  

第 四 条 の 二 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 二 䥹 略 䥺  

２ 条 例 第 五 条 の 七 第 九 号 ア に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 は 䣍 三 箇

年 度 䥹 年 度 の 途 中 か ら 当 該 事 業 所 の 使 用 が 開 始 さ れ た 場 合 に あ 䣬

て は 当 該 年 度 を 除 き 䣍 条 例 第 五 条 の 八 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 指

定 を 受 け た 事 業 所 に あ 䣬 て は 同 項 の 規 定 に よ り 新 た な 指 定 地 球 温

暖 化 対 策 事 業 所 に 該 当 し た 年 度 の 前 の 年 度 を 含 み 䣍 条 例 第 五 条 の

十 八 の 規 定 に よ り 削 減 義 務 期 間 の 終 了 年 度 が 変 更 さ れ た 事 業 所 を

区 域 に 含 む 事 業 所 に あ 䣬 て は 当 該 変 更 さ れ た 終 了 年 度 以 前 の 年 度

を 含 む 䣎 䥺 と す る 䣎  

２ 条 例 第 五 条 の 七 第 九 号 ア に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 は 䣍 三 箇

年 度 䥹 年 度 の 途 中 か ら 当 該 事 業 所 の 使 用 が 開 始 さ れ た 場 合 に あ 䣬

て は 当 該 年 度 を 除 き 䣍 条 例 第 五 条 の 八 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 指

定 を 受 け た 事 業 所 に あ 䣬 て は 当 該 指 定 を 受 け る 前 の 年 度 を 含 み 䣍

条 例 第 五 条 の 十 八 の 規 定 に よ り 削 減 義 務 期 間 の 終 了 年 度 が 変 更 さ

れ た 事 業 所 を 区 域 に 含 む 事 業 所 に あ 䣬 て は 当 該 変 更 さ れ た 終 了 年

度 以 前 の 年 度 を 含 む 䣎 䥺 と す る 䣎  

３ 条 例 第 五 条 の 七 第 九 号 ア に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 要 件 は 䣍 脱 炭

素 成 長 型 投 資 事 業 者 に よ り 燃 料 の 使 用 に 伴 䣬 て 使 用 さ れ た 原 油 換

算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量 䥹 当 該 脱 炭 素 成 長 型 投 資 事 業 者 が 燃 料 を 変 換

し て 得 ら れ た 電 気 又 は 燃 料 を 熱 源 と す る 熱 を 特 定 地 球 温 暖 化 対 策

事 業 所 に お い て 自 ら 使 用 す る 場 合 は 䣍 そ の 使 用 に 伴 う 原 油 換 算 エ

ネ ル ギ 䤀 使 用 量 を 含 む 䣎 第 四 条 の 三 の 三 及 び 第 四 条 の 八 に お い て

同 じ 䣎  䥺 を 除 い て 算 出 し た 当 該 事 業 所 に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ

䤀 使 用 量 が 前 項 の 期 間 に お い て 千 五 百 キ ロ リ 䣹 ト ル 未 満 で あ る こ

と と す る 䣎  

䥹 新 設 䥺  

第 四 条 の 三 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 三 䥹 略 䥺  



 

䥹 法 対 象 直 接 排 出 量 に よ る 基 準 排 出 量 の 調 整 䥺  
第 四 条 の 三 の 二 条 例 第 五 条 の 七 第 十 五 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る

量 及 び 条 例 第 五 条 の 十 一 第 一 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 に 規 定 す る 規

則 で 定 め る 量 は 䣍 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 䣍 当 該 各 号 に 定 め

る 量 と す る 䣎  

一 条 例 第 五 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 ア の 規 定 に よ り 基

準 排 出 量 を 決 定 し た 場 合 で あ 䣬 て 䣍 当 該 基 準 排 出 量 に 含 ま れ る

脱 炭 素 成 長 型 投 資 事 業 者 䥹 条 例 第 五 条 の 十 一 第 一 項 の 算 定 排 出

削 減 量 の 算 定 に お い て 加 え た 法 対 象 直 接 排 出 量 を 排 出 す る 脱 炭

素 成 長 型 投 資 事 業 者 と 同 一 の 事 業 者 に 限 る 䣎 以 下 こ の 条 に お い

て 同 じ 䣎 䥺 が 使 用 し た 燃 料 の 使 用 に 伴 䣬 て 排 出 さ れ た 直 接 排 出

の 二 酸 化 炭 素 の 量 䥹 当 該 燃 料 の 使 用 量 を 第 三 条 の 三 に 規 定 す る

方 法 に よ り 特 定 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 に 換 算 し た 量 を い う 䣎 た だ

し 䣍 当 該 脱 炭 素 成 長 型 投 資 事 業 者 が 燃 料 を 変 換 し て 得 ら れ た 電

気 又 は 燃 料 を 熱 源 と す る 熱 を 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に お い

て 自 ら 使 用 す る 場 合 は 䣍 そ の 使 用 に 伴 䣬 て 排 出 さ れ た 二 酸 化 炭

素 の 量 を 含 む 䣎 以 下 こ の 条 及 び 第 四 条 の 十 三 の 三 に お い て 同

じ 䣎 䥺 を 把 握 で き る 場 合 䥹 次 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 䣎 䥺 当

該 二 酸 化 炭 素 の 量 䥹 た だ し 䣍 第 四 条 の 十 八 の 二 の 規 定 に よ る 基

準 排 出 量 の 改 定 が 行 わ れ て い る 場 合 に あ 䣬 て は 䣍 知 事 が 別 に 定

め る と こ ろ に よ り 䣍 当 該 改 定 の 内 容 を 踏 ま え て 算 定 す る 二 酸 化

炭 素 の 量 䥺  

二 第 四 条 の 十 九 第 六 項 第 三 号 の 方 法 に よ り 基 準 排 出 量 を 変 更 し

た 場 合 で あ 䣬 て 䣍 当 該 変 更 後 の 基 準 排 出 量 に 含 ま れ る 脱 炭 素 成

長 型 投 資 事 業 者 が 使 用 し た 燃 料 の 使 用 に 伴 䣬 て 排 出 さ れ た 直 接

䥹 新 設 䥺  



 

排 出 の 二 酸 化 炭 素 の 量 を 把 握 で き る 場 合 当 該 二 酸 化 炭 素 の 量

䥹 た だ し 䣍 第 四 条 の 十 八 の 二 の 規 定 に よ る 基 準 排 出 量 の 改 定 が

行 わ れ て い る 場 合 に あ 䣬 て は 䣍 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 䣍

当 該 改 定 の 内 容 を 踏 ま え て 算 定 す る 二 酸 化 炭 素 の 量 䥺  

三 前 二 号 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合 特 定 温 室 効 果 ガ ス 年 度 排 出

量 に 占 め る 法 対 象 年 度 直 接 排 出 量 の 割 合 を 基 準 排 出 量 に 乗 じ て

得 た 量  

四 前 三 号 に 定 め る 方 法 に よ る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 場

合 知 事 が 認 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量  

䥹 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 指 定 等 䥺  

第 四 条 の 三 の 三 条 例 第 五 条 の 八 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 要

件 に 該 当 す る 事 業 所 は 䣍 次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 満 た す 事 業 所 と す

る 䣎  

一 第 四 条 の 八 第 五 項 の 要 件 に 該 当 し 䣍 指 定 の 取 消 し を 受 け た こ

と 䣎  

二 脱 炭 素 成 長 型 投 資 事 業 者 に よ り 燃 料 の 使 用 に 伴 䣬 て 使 用 さ れ

た 原 油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量 を 除 い て 算 出 し た 当 該 事 業 所 に お

け る 前 年 度 の 原 油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量 が 千 五 百 キ ロ リ 䣹 ト ル

未 満 で あ る こ と 䣎  

䥹 新 設 䥺  

第 四 条 の 四 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 四 䥹 略 䥺  

䥹 特 定 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 状 況 に 関 す る 届 出 䥺  䥹 特 定 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 状 況 に 関 す る 届 出 䥺  

第 四 条 の 五 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 五 䥹 略 䥺  

一 事 業 所 の 名 称 䣍 所 在 地 䣍 業 種 䣍 用 途 䣍 用 途 別 床 面 積 そ の 他 事

業 所 の 概 要  

一 事 業 所 の 名 称 䣍 所 在 地 䣍 業 種 䣍 用 途 䣍 用 途 別 床 面 積 䣍 敷 地 面

積 そ の 他 事 業 所 の 概 要  

二 か ら 六 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  二 か ら 六 ま で 䥹 略 䥺  



 

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  
第 四 条 の 六 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 六 䥹 略 䥺  

䥹 事 業 所 区 域 の 変 更 䥺  䥹 事 業 所 区 域 の 変 更 䥺  

第 四 条 の 六 の 二 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 六 の 二 䥹 略 䥺  

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  

３ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ３ 䥹 略 䥺  

一 事 業 所 区 域 の 変 更 の 後 の 事 業 所 ご と の 名 称 䣍 所 在 地 䣍 業 種 䣍

用 途 䣍 用 途 別 床 面 積 そ の 他 事 業 所 の 概 要 及 び 事 業 所 の 区 域  

一 事 業 所 区 域 の 変 更 の 後 の 事 業 所 ご と の 名 称 䣍 所 在 地 䣍 業 種 䣍

用 途 䣍 用 途 別 床 面 積 䣍 敷 地 面 積 そ の 他 事 業 所 の 概 要 及 び 事 業 所

の 区 域  

二 及 び 三 䥹 現 行 の と お り 䥺  二 及 び 三 䥹 略 䥺  

４ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ４ 䥹 略 䥺  

一 条 例 第 五 条 の 八 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 を し た 年 度 の 前

年 度 の 原 油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量 が 千 キ ロ リ 䣹 ト ル 未 満 で あ る

事 業 所  

一 前 年 度 の 原 油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量 が 千 キ ロ リ 䣹 ト ル 未 満 で

あ る 事 業 所  

二 条 例 第 五 条 の 八 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 を し た 年 度 の 前

年 度 の 末 日 に お け る 床 面 積 が 五 千 平 方 メ 䤀 ト ル 未 満 で あ る 事 業

所  

二 前 年 度 の 末 日 に お け る 床 面 積 が 五 千 平 方 メ 䤀 ト ル 未 満 で あ る

事 業 所  

５ 及 び ６ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ５ 及 び ６ 䥹 略 䥺  

䥹 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 変 更 等 䥺  䥹 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 変 更 等 䥺  

第 四 条 の 七 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 七 䥹 略 䥺  

一 か ら 五 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  一 か ら 五 ま で 䥹 略 䥺  

六 条 例 第 五 条 の 二 十 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請  䥹 新 設 䥺  

七 䥹 現 行 の と お り 䥺  六 䥹 略 䥺  



 

２ か ら ５ ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ か ら ５ ま で 䥹 略 䥺  
䥹 指 定 の 取 消 し 䥺  䥹 指 定 の 取 消 し 䥺  

第 四 条 の 八 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 八 䥹 略 䥺  

２ か ら ４ ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ か ら ４ ま で 䥹 略 䥺  

５ 条 例 第 五 条 の 十 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 要 件 は 䣍

脱 炭 素 成 長 型 投 資 事 業 者 に よ り 燃 料 の 使 用 に 伴 䣬 て 使 用 さ れ た 原

油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量 を 除 い て 算 出 し た 当 該 事 業 所 に お け る 原

油 換 算 エ ネ ル ギ 䤀 使 用 量 が 千 五 百 キ ロ リ 䣹 ト ル 未 満 で あ る こ と と

す る  䣎  

䥹 新 設 䥺  

６ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ５ 䥹 略 䥺  

䥹 義 務 履 行 期 限 䥺  䥹 義 務 履 行 期 限 䥺  

第 四 条 の 九 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 九 䥹 略 䥺  

一 䥹 現 行 の と お り 䥺  一 䥹 略 䥺  

二 削 減 義 務 期 間 の 終 了 の 年 度 の 翌 々 年 度 の 四 月 三 日 以 降 に お い

て 当 該 削 減 義 務 期 間 に 係 る 条 例 第 五 条 の 十 三 第 一 項 若 し く は 第

二 項 の 規 定 に よ る 基 準 排 出 量 の 決 定 䣍 条 例 第 五 条 の 十 四 第 二 項

の 規 定 に よ る 基 準 排 出 量 の 変 更 䣍 条 例 第 五 条 の 十 七 の 規 定 に よ

る 削 減 義 務 量 の 減 少 䣍 条 例 第 五 条 の 二 十 六 第 三 項 の 規 定 に よ る

基 準 排 出 量 䣍 特 定 温 室 効 果 ガ ス 年 度 排 出 量 若 し く は 法 対 象 年 度

直 接 排 出 量 の 訂 正 又 は 条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策

計 画 書 の 提 出 の 手 続 が 完 了 し て い な い 場 合 䥹 特 定 地 球 温 暖 化 対

策 事 業 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る と き を 除 く 䣎 䥺 当 該 決

定 䣍 変 更 䣍 減 少 䣍 訂 正 又 は 提 出 の 手 続 が 完 了 し た 日 の 翌 日 か ら

起 算 し て 百 八 十 日 を 経 過 し た 日  

二 削 減 義 務 期 間 の 終 了 の 年 度 の 翌 々 年 度 の 四 月 三 日 以 降 に お い

て 当 該 削 減 義 務 期 間 に 係 る 条 例 第 五 条 の 十 三 第 一 項 若 し く は 第

二 項 の 規 定 に よ る 基 準 排 出 量 の 決 定 䣍 条 例 第 五 条 の 十 四 第 二 項

の 規 定 に よ る 基 準 排 出 量 の 変 更 䣍 条 例 第 五 条 の 十 七 の 規 定 に よ

る 削 減 義 務 量 の 減 少 又 は 条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 地 球 温 暖 化 対

策 計 画 書 の 提 出 の 手 続 が 完 了 し て い な い 場 合 䥹 特 定 地 球 温 暖 化

対 策 事 業 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る と き を 除 く 䣎 䥺 当 該

決 定 䣍 変 更 䣍 減 少 又 は 提 出 の 手 続 が 完 了 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て 百 八 十 日 を 経 過 し た 日  



 

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  
第 四 条 の 九 の 二 及 び 第 四 条 の 十 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 九 の 二 及 び 第 四 条 の 十 䥹 略 䥺  

䥹 超 過 削 減 量 䥺  䥹 超 過 削 減 量 䥺  

第 四 条 の 十 一 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 十 一 䥹 略 䥺  

一 基 準 排 出 量 か ら 特 定 温 室 効 果 ガ ス 年 度 排 出 量 を 減 じ て 得 た 量

䥹 脱 炭 素 成 長 型 投 資 事 業 者 が 存 す る 事 業 所 に お い て は 䣍 基 準 排

出 量 か ら 第 四 条 の 三 の 二 に 規 定 す る 量 を 控 除 し 䣍 特 定 温 室 効 果

ガ ス 年 度 排 出 量 か ら 法 対 象 年 度 直 接 排 出 量 を 控 除 す る こ と と す

る 䣎 䥺  

一 基 準 排 出 量 か ら 特 定 温 室 効 果 ガ ス 年 度 排 出 量 を 減 じ て 得 た 量  

二 基 準 排 出 量 に 削 減 義 務 率 を 乗 じ て 得 た 量 か ら 義 務 充 当 が 行 わ

れ た そ の 他 ガ ス 削 減 量 を 減 じ て 得 た 量 䥹 脱 炭 素 成 長 型 投 資 事 業

者 が 存 す る 事 業 所 に お い て は 䣍 基 準 排 出 量 か ら 第 四 条 の 三 の 二

に 規 定 す る 量 を 控 除 す る こ と と す る 䣎 䥺  

二 基 準 排 出 量 に 削 減 義 務 率 を 乗 じ て 得 た 量 か ら 義 務 充 当 が 行 わ

れ た そ の 他 ガ ス 削 減 量 を 減 じ て 得 た 量  

三 䥹 現 行 の と お り 䥺  三 䥹 略 䥺  

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  

第 四 条 の 十 一 の 二 及 び 第 四 条 の 十 一 の 三 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 十 一 の 二 及 び 第 四 条 の 十 一 の 三 䥹 略 䥺  

䥹 環 境 価 値 換 算 量 䥺  䥹 環 境 価 値 換 算 量 䥺  

第 四 条 の 十 二 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 十 二 䥹 略 䥺  

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  

３ 条 例 第 五 条 の 十 一 第 一 項 第 二 号 エ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 方 法

に よ り 特 定 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 削 減 量 に 換 算 し た 量 は 䣍 次 の 表

の 第 一 欄 に 掲 げ る 電 気 等 環 境 価 値 保 有 量 の 区 分 に 応 じ 䣍 当 該 第 二

欄 に 定 め る 量 に 䣍 当 該 第 三 欄 に 定 め る 係 数 を 乗 じ て 得 た 量 䥹 第 一

項 に 規 定 す る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ 䤀 を 変 換 し て 得 ら れ る 電 気 又 は 熱

３ 条 例 第 五 条 の 十 一 第 一 項 第 二 号 エ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 方 法

に よ り 特 定 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 削 減 量 に 換 算 し た 量 は 䣍 次 の 表

の 第 一 欄 に 掲 げ る 電 気 等 環 境 価 値 保 有 量 の 区 分 に 応 じ 䣍 当 該 第 二

欄 に 定 め る 量 に 䣍 当 該 第 三 欄 に 定 め る 係 数 を 乗 じ て 得 た 量 䥹 第 一

項 に 規 定 す る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ 䤀 を 変 換 し て 得 ら れ る 電 気 又 は 熱



 

を 発 生 さ せ た 者 が 当 該 電 気 又 は 熱 を 自 ら 使 用 す る 場 合 に お い て 䣍

当 該 電 気 又 は 熱 を 特 定 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 削 減 に 用 い た と き

は 䣍 当 該 削 減 に 用 い た 量 を 除 く 䣎 䥺 と す る 䣎  

を 発 生 さ せ た 者 が 当 該 電 気 又 は 熱 を 自 ら 使 用 す る 場 合 に お い て 䣍

当 該 電 気 又 は 熱 の 使 用 量 を 特 定 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 か ら 控 除 し た

と き は 䣍 当 該 控 除 し た 量 を 除 く 䣎 䥺 と す る 䣎  

䥹 現 行 の と お り 䥺  䥹 略 䥺  

第 四 条 の 十 三 及 び 第 四 条 の 十 三 の 二 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 十 三 及 び 第 四 条 の 十 三 の 二 䥹 略 䥺  

䥹 法 対 象 直 接 排 出 量 䥺  

第 四 条 の 十 三 の 三 条 例 第 五 条 の 十 一 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 規 則

で 定 め る 期 間 は 䣍 令 和 八 年 度 か ら 算 定 排 出 削 減 量 の 算 定 の 対 象 と

な る 年 度 の 属 す る 削 減 計 画 期 間 の 終 了 の 日 ま で と す る 䣎  

２ 条 例 第 五 条 の 十 一 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 方 法 に

よ り 算 定 す る 量 は 䣍 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に お い て 脱 炭

素 成 長 型 投 資 事 業 者 が 使 用 し た 燃 料 の 使 用 に 伴 䣬 て 排 出 さ れ た 直

接 排 出 の 二 酸 化 炭 素 の 量 と す る 䣎  

䥹 新 設 䥺  

第 四 条 の 十 四 か ら 第 四 条 の 十 七 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 十 四 か ら 第 四 条 の 十 七 ま で 䥹 略 䥺  

䥹 基 準 排 出 量 の 決 定 の 申 請 䥺  䥹 基 準 排 出 量 の 決 定 の 申 請 䥺  

第 四 条 の 十 八 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 十 八 䥹 略 䥺  

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  

一 事 業 所 の 名 称 䣍 所 在 地 䣍 業 種 䣍 用 途 䣍 用 途 別 床 面 積 䣍 他 人 か

ら 供 給 さ れ た 熱 の 使 用 割 合 そ の 他 事 業 所 の 概 要  

一 事 業 所 の 名 称 䣍 所 在 地 䣍 業 種 䣍 用 途 䣍 用 途 別 床 面 積 䣍 敷 地 面

積 䣍 他 人 か ら 供 給 さ れ た 熱 の 使 用 割 合 そ の 他 事 業 所 の 概 要  

二 か ら 五 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  二 か ら 五 ま で 䥹 略 䥺  

３ 及 び ４ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ３ 及 び ４ 䥹 略 䥺  

第 四 条 の 十 八 の 二 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 十 八 の 二 䥹 略 䥺  

䥹 事 業 所 の 用 途 変 更 等 に よ る 基 準 排 出 量 の 変 更 䥺  䥹 事 業 所 の 用 途 変 更 等 に よ る 基 準 排 出 量 の 変 更 䥺  

第 四 条 の 十 九 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 十 九 䥹 略 䥺  



 

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  
３ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ３ 䥹 略 䥺  

一 事 業 所 の 名 称 䣍 所 在 地 䣍 業 種 䣍 用 途 䣍 用 途 別 床 面 積 䣍 他 人 か

ら 供 給 さ れ た 熱 の 使 用 割 合 そ の 他 事 業 所 の 概 要  

一 事 業 所 の 名 称 䣍 所 在 地 䣍 業 種 䣍 用 途 䣍 用 途 別 床 面 積 䣍 敷 地 面

積 䣍 他 人 か ら 供 給 さ れ た 熱 の 使 用 割 合 そ の 他 事 業 所 の 概 要  

二 か ら 四 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  二 か ら 四 ま で 䥹 略 䥺  

４ 第 六 項 第 三 号 又 は 第 四 号 の 方 法 に よ り 算 定 さ れ る 量 を 用 い て 前

項 第 三 号 の 基 準 排 出 量 の 変 更 の 量 及 び 変 更 後 の 基 準 排 出 量 を 算 定

す る 場 合 に お い て 䣍 状 況 変 更 年 度 の 翌 年 度 の 九 月 末 日 ま で に 第 六

項 第 三 号 又 は 第 四 号 の 規 定 に よ る 実 測 が 完 了 し な い と き は 䣍 当 該

年 度 の 八 月 末 日 ま で に 実 測 し た 燃 料 等 の 使 用 の 量 に 基 づ き 知 事 が

適 切 と 認 め る 方 法 に よ り 算 定 し た 結 果 を 前 項 第 三 号 の 算 定 の 結 果

と す る 䣎 こ の 場 合 に お い て 䣍 当 該 実 測 が 完 了 し た と き は 䣍 実 測 し

た 全 て の 期 間 に お け る 燃 料 等 の 使 用 の 量 に 基 づ き 算 定 し た 結 果 に

つ い て 䣍 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 実 測 の 完 了 後 速 や か に 䣍

知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 䣎  

４ 第 六 項 第 三 号 又 は 第 四 号 の 方 法 に よ り 算 定 さ れ る 量 を 用 い て 前

項 第 三 号 の 基 準 排 出 量 の 変 更 の 量 及 び 変 更 後 の 基 準 排 出 量 を 算 定

す る 場 合 䥹 特 定 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 が 増 加 す る 状 況 の 変 更 が あ 䣬

た 場 合 に 限 る 䣎 䥺 に お い て 䣍 状 況 変 更 年 度 の 翌 年 度 の 九 月 末 日 ま

で に 第 六 項 第 三 号 又 は 第 四 号 の 規 定 に よ る 実 測 が 完 了 し な い と き

は 䣍 当 該 年 度 の 八 月 末 日 ま で に 実 測 し た 燃 料 等 の 使 用 の 量 に 基 づ

き 知 事 が 適 切 と 認 め る 方 法 に よ り 算 定 し た 結 果 を 前 項 第 三 号 の 算

定 の 結 果 と す る 䣎 こ の 場 合 に お い て 䣍 当 該 実 測 が 完 了 し た と き は 䣍

実 測 し た 全 て の 期 間 に お け る 燃 料 等 の 使 用 の 量 に 基 づ き 算 定 し た

結 果 に つ い て 䣍 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 実 測 の 完 了 後 速

や か に 䣍 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 䣎  

５ か ら ８ ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  ５ か ら ８ ま で 䥹 略 䥺  

䥹 優 良 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 䥺  䥹 優 良 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 䥺  

第 四 条 の 二 十 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 二 十 䥹 略 䥺  

２ 及 び ３ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 及 び ３ 䥹 略 䥺  

４ 条 例 第 五 条 の 十 五 第 三 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 は 䣍 第 二

項 に 規 定 す る 期 間 か ら 第 一 項 の 申 請 を 行 䣬 た 年 度 を 除 い た 期 間 と

す る 䣎  

䥹 新 設 䥺  

５ 条 例 第 五 条 の 十 五 第 四 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 は 䣍 次 の 䥹 新 設 䥺  



 

表 の 第 一 欄 に 掲 げ る 規 定 に 該 当 す る 場 合 に あ 䣬 て は 䣍 当 該 第 二 欄

の 事 業 所 の 種 類 に 応 じ 䣍 当 該 第 三 欄 に 掲 げ る 期 間 と す る 䣎  
第 一 欄  第 二 欄  第 三 欄  

条 例 第 五 条 の 十 五 第

四 項 第 一 号  

条 例 第 五 条 の 十 五 第

一 項 の 基 準 に 適 合 し

な く な 䣬 た こ と を 知

事 が 認 め た 事 業 所  

条 例 第 五 条 の 十 五 第

一 項 の 基 準 に 適 合 し

な く な 䣬 た こ と を 知

事 が 認 め た 日 の 属 す

る 年 度 の 翌 年 度 以 降

の 期 間  

条 例 第 五 条 の 十 五 第

四 項 第 二 号  

㈠ 条 例 第 五 条 の 十

五 第 一 項 の 規 定 に

よ る 申 請 䥹 以 下 こ

の 表 に お い て 䣓 認

定 申 請 䣔 と い う 䣎 䥺

に つ い て 虚 偽 が あ

䣬 た 年 度 䥹 以 下 こ

の 表 に お い て 䣓 虚

偽 申 請 年 度 䣔 と い

う 䣎 䥺 の 翌 年 度 以

降 に 再 度 認 定 申 請

を 行 䣬 た 事 業 所  

虚 偽 申 請 年 度 か ら 同

年 度 の 翌 年 度 以 降 で

最 初 に 認 定 申 請 を 行

䣬 た 年 度 の 前 年 度 ま

で の 期 間  

㈡ ㈠ 以 外 の も の  虚 偽 申 請 年 度 以 降 の

期 間  

条 例 第 五 条 の 十 五 第

四 項 第 三 号  

㈠ 条 例 第 五 条 の 十

五 第 三 項 の 規 定 に

虚 偽 報 告 年 度 の 直 前

の 認 定 申 請 を 行 䣬 た

 



 

よ る 報 告 に つ い て

虚 偽 が あ 䣬 た 年 度

䥹 以 下 こ の 表 に お

い て 䣓 虚 偽 報 告 年

度 䣔 と い う 䣎 䥺 の

翌 年 度 以 降 に 再 度

認 定 申 請 を 行 䣬 た

事 業 所  

年 度 か ら 虚 偽 報 告 年

度 以 降 で 最 初 に 認 定

申 請 を 行 䣬 た 年 度 の

前 年 度 ま で の 期 間  

㈡ ㈠ 以 外 の も の  虚 偽 報 告 年 度 の 直 前

の 認 定 申 請 を 行 䣬 た

年 度 以 降 の 期 間  
 

６ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ４ 䥹 略 䥺  

７ 条 例 第 五 条 の 十 五 第 五 項 に よ る 通 知 は 䣍 別 記 第 一 号 様 式 の 十 七

に よ る 優 良 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 認 定 取 消 通 知 書 に よ り 行 う

も の と す る 䣎  

５ 条 例 第 五 条 の 十 五 第 四 項 に よ る 通 知 は 䣍 別 記 第 一 号 様 式 の 十 七

に よ る 優 良 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 認 定 取 消 通 知 書 に よ り 行 う

も の と す る 䣎  

８ 条 例 第 五 条 の 十 五 第 六 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 は 䣍 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 䣍 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 と す る 䣎  

一 条 例 第 五 条 の 十 五 第 四 項 第 二 号 又 は 第 三 号 の 規 定 に よ る 虚 偽

が あ 䣬 た こ と が 判 明 し た 年 度 が 䣍 削 減 計 画 期 間 の 初 年 度 の 場 合

 虚 偽 が あ 䣬 た こ と が 判 明 し た 年 度 の 前 年 度 が 属 す る 削 減 計 画

期 間  

二 条 例 第 五 条 の 十 五 第 四 項 第 二 号 又 は 第 三 号 の 規 定 に よ る 虚 偽

が あ 䣬 た こ と が 判 明 し た 年 度 が 䣍 削 減 計 画 期 間 の 初 年 度 以 外 の

場 合 虚 偽 が あ 䣬 た こ と が 判 明 し た 年 度 が 属 す る 削 減 計 画 期 間  

䥹 新 設 䥺  

第 四 条 の 二 十 一 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 三 の 二 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺 第 四 条 の 二 十 一 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 三 の 二 ま で 䥹 略 䥺  



 

䥹 一 般 管 理 口 座 の 開 設 䥺  䥹 一 般 管 理 口 座 の 開 設 䥺  
第 四 条 の 二 十 一 の 四 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 二 十 一 の 四 䥹 略 䥺  

２ か ら ５ ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ か ら ５ ま で 䥹 略 䥺  

６ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ６ 䥹 略 䥺  

一 条 例 第 五 条 の 九 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出  一 条 例 第 五 条 の 九 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 届 出  

二 か ら 五 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  二 か ら 五 ま で 䥹 略 䥺  

第 四 条 の 二 十 一 の 五 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 六 の 二 ま で 䥹 現 行 の と

お り 䥺  

第 四 条 の 二 十 一 の 五 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 六 の 二 ま で 䥹 略 䥺  

䥹 振 替 可 能 削 減 量 の 振 替 等 の 記 録 䥺  䥹 振 替 可 能 削 減 量 の 振 替 等 の 記 録 䥺  

第 四 条 の 二 十 一 の 七 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 二 十 一 の 七 䥹 略 䥺  

指 定 管 理

口 座  

䥹 現 行 の と

お り 䥺  

䥹 現 行 の と お り 䥺  

一 般 管 理

口 座  

䥹 現 行 の と

お り 䥺  

一 指 定 管 理 口 座  

二 䥹 現 行 の と お り 䥺  

ア 及 び イ 䥹 現 行 の と お り 䥺  

ウ 第 四 条 の 二 十 一 の 六 第 三 項 第 一

号 䣍 第 二 号 䣍 第 三 号 又 は 第 六 号 に 該

当 す る 一 般 管 理 口 座  
 

指 定 管 理

口 座  

䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  

一 般 管 理

口 座  

䥹 略 䥺  一 指 定 管 理 口 座  

二 䥹 略 䥺  

ア 及 び イ 䥹 略 䥺  

ウ 前 条 第 三 項 第 一 号 䣍 第 二 号 䣍 第 三

号 又 は 第 六 号 に 該 当 す る 一 般 管 理

口 座  
 

２ 及 び ３ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 及 び ３ 䥹 略 䥺  

第 四 条 の 二 十 一 の 七 の 二 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 十 ま で 䥹 現 行 の と

お り 䥺  

第 四 条 の 二 十 一 の 七 の 二 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 十 ま で 䥹 略 䥺  

䥹 知 事 に よ る 超 過 削 減 量 の 発 行 䥺  䥹 知 事 に よ る 超 過 削 減 量 の 発 行 䥺  

第 四 条 の 二 十 一 の 十 一 知 事 は 䣍 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 削 減

義 務 期 間 終 了 後 䣍 当 該 削 減 義 務 期 間 に 係 る 条 例 第 五 条 の 十 三 第 一

第 四 条 の 二 十 一 の 十 一 知 事 は 䣍 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 削 減

義 務 期 間 終 了 後 䣍 当 該 削 減 義 務 期 間 に 係 る 条 例 第 五 条 の 十 三 第 一



 

項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 基 準 排 出 量 の 決 定 䣍 条 例 第 五 条 の 十 四

第 二 項 の 規 定 に よ る 基 準 排 出 量 の 変 更 䣍 条 例 第 五 条 の 十 五 第 二 項

の 規 定 に よ る 認 定 䣍 条 例 第 五 条 の 十 七 の 規 定 に よ る 削 減 義 務 量 の

減 少 䣍 条 例 第 五 条 の 二 十 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 基 準 排 出 量 䣍 特 定

温 室 効 果 ガ ス 年 度 排 出 量 又 は 法 対 象 年 度 直 接 排 出 量 の 訂 正 及 び 条

例 第 六 条 の 規 定 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 の 提 出 の 手 続 が 完 了

し た こ と を 認 め た と き は 䣍 条 例 第 五 条 の 二 十 二 第 一 項 の 規 定 に よ

り 䣍 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に 係 る 指 定 管 理 口 座 に 䣍 自 ら

超 過 削 減 量 を 発 行 す る も の と す る 䣎  

項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 基 準 排 出 量 の 決 定 䣍 条 例 第 五 条 の 十 四

第 二 項 の 規 定 に よ る 基 準 排 出 量 の 変 更 䣍 条 例 第 五 条 の 十 五 第 二 項

の 規 定 に よ る 認 定 䣍 条 例 第 五 条 の 十 七 の 規 定 に よ る 削 減 義 務 量 の

減 少 及 び 条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 の 提 出 の

手 続 が 完 了 し た こ と を 認 め た と き は 䣍 条 例 第 五 条 の 二 十 二 第 一 項

の 規 定 に よ り 䣍 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に 係 る 指 定 管 理 口

座 に 䣍 自 ら 超 過 削 減 量 を 発 行 す る も の と す る 䣎  

第 四 条 の 二 十 一 の 十 一 の 二 及 び 第 四 条 の 二 十 一 の 十 二 䥹 現 行 の と

お り 䥺  

第 四 条 の 二 十 一 の 十 一 の 二 及 び 第 四 条 の 二 十 一 の 十 二 䥹 略 䥺  

䥹 振 替 可 能 削 減 量 等 の 更 正 䥺  䥹 振 替 可 能 削 減 量 等 の 更 正 䥺  

第 四 条 の 二 十 一 の 十 三 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 二 十 一 の 十 三 䥹 略 䥺  

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  

一 䥹 現 行 の と お り 䥺  一 䥹 略 䥺  

二 前 項 第 七 号 に 該 当 す る 場 合 更 正 の 対 象 と な 䣬 た 振 替 可 能 削

減 量 等 が 記 録 さ れ て い る 指 定 管 理 口 座 又 は 一 般 管 理 口 座 に お い

て 減 少 の 記 録 を し 䣍 当 該 指 定 管 理 口 座 又 は 一 般 管 理 口 座 に お い

て 同 号 の 規 定 に よ る 更 正 の 後 の 量 の 増 加 の 記 録 を す る と と も

に 䣍 知 事 の 管 理 口 座 に お い て 当 該 減 少 の 記 録 に よ り 減 少 し た 量

と 同 量 の 増 加 の 記 録 を す る 方 法  
二 前 項 第 六 号 に 該 当 す る 場 合 更 正 の 対 象 と な 䣬 た 振 替 可 能 削

減 量 等 が 記 録 さ れ て い る 指 定 管 理 口 座 又 は 一 般 管 理 口 座 に お い

て 減 少 の 記 録 を し 䣍 当 該 指 定 管 理 口 座 又 は 一 般 管 理 口 座 に お い

て 同 号 の 規 定 に よ る 更 正 の 後 の 量 の 増 加 の 記 録 を す る と と も

に 䣍 知 事 の 管 理 口 座 に お い て 当 該 減 少 の 記 録 に よ り 減 少 し た 量

と 同 量 の 増 加 の 記 録 を す る 方 法  

三 䥹 現 行 の と お り 䥺  三 䥹 略 䥺  

３ 及 び ４ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ３ 及 び ４ 䥹 略 䥺  

第 四 条 の 二 十 一 の 十 四 か ら 第 四 条 の 二 十 二 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 二 十 一 の 十 四 か ら 第 四 条 の 二 十 二 ま で 䥹 略 䥺  



 

䥹 再 生 可 能 エ ネ ル ギ 䤀 を 変 換 し て 得 ら れ る 電 気 及 び 熱 の 量 䥺  䥹 再 生 可 能 エ ネ ル ギ 䤀 を 変 換 し て 得 ら れ る 電 気 及 び 熱 の 量 䥺  
第 四 条 の 二 十 二 の 二 条 例 第 五 条 の 二 十 五 第 三 号 に 規 定 す る 規 則 で

定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 は 䣍 知 事 が 別 に 定 め る 電 気 及 び 熱 の

利 用 方 法 の 区 分 に 応 じ 知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 と

す る 䣎  

第 四 条 の 二 十 二 の 二 条 例 第 五 条 の 二 十 五 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る

規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 は 䣍 知 事 が 別 に 定 め る 電 気 及

び 熱 の 利 用 方 法 の 区 分 に 応 じ 知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す

る 量 と す る 䣎  

䥹 基 準 排 出 量 等 の 訂 正 䥺  

第 四 条 の 二 十 二 の 三 条 例 第 五 条 の 二 十 六 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定

に よ る 申 請 は 䣍 別 記 第 一 号 様 式 の 十 九 に よ る 基 準 排 出 量 及 び 特 定

温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 訂 正 申 請 書 に 䣍 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る

訂 正 排 出 量 算 定 書 及 び 算 定 の 根 拠 と な る 資 料 を 添 え て 行 わ な け れ

ば な ら な い 䣎  

２ 条 例 第 五 条 の 二 十 六 第 三 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 は 䣍 次

の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 䣍 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 と す る 䣎  

一 条 例 第 五 条 の 二 十 六 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ

䣬 た 年 度 が 䣍 削 減 計 画 期 間 の 初 年 度 の 場 合 申 請 が あ 䣬 た 年 度

の 前 年 度 が 属 す る 削 減 計 画 期 間 以 降  

二 条 例 第 五 条 の 二 十 六 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ

䣬 た 年 度 が 䣍 削 減 計 画 期 間 の 初 年 度 以 外 の 場 合 申 請 が あ 䣬 た

年 度 が 属 す る 削 減 計 画 期 間 以 降  

３ 条 例 第 五 条 の 二 十 六 第 四 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 䣍 別 記 第 一 号 様

式 の 十 九 の 二 に よ る 基 準 排 出 量 及 び 特 定 温 室 効 果 ガ ス 年 度 排 出 量

訂 正 決 定 䥹 拒 否 䥺 通 知 書 に よ り 行 う も の と す る 䣎  

䥹 新 設 䥺  

䥹 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 䥺  䥹 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 䥺  

第 四 条 の 二 十 三 条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 の

提 出 は 䣍 毎 年 度 十 一 月 末 日 䥹 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 指 定 が

第 四 条 の 二 十 三 条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 の

提 出 は 䣍 毎 年 度 十 一 月 末 日 䥹 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 指 定 が



 

あ 䣬 た 年 度 に あ 䣬 て は 䣍 当 該 日 と 当 該 指 定 の 日 か ら 九 十 日 を 経 過

し た 日 と の い ず れ か 遅 い 日 䥺 ま で に 䣍 別 記 第 一 号 様 式 の 二 十 に よ

る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 提 出 書 に 䣍 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る

地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 を 添 え て 行 わ な け れ ば な ら な い 䣎 た だ し 䣍

知 事 が 困 難 と 認 め る 理 由 で 当 該 期 日 ま で に 提 出 で き な い 場 合 に あ

䣬 て は 䣍 知 事 が 別 に 定 め る 日 ま で 䥹 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の

指 定 が あ 䣬 た 年 度 に あ 䣬 て は 䣍 当 該 日 と 当 該 指 定 の 日 か ら 九 十 日

を 経 過 し た 日 と の い ず れ か 遅 い 日 ま で 䥺 に 行 う も の と す る 䣎  

あ 䣬 た 年 度 に あ 䣬 て は 䣍 当 該 日 と 当 該 指 定 の 日 か ら 九 十 日 を 経 過

し た 日 と の い ず れ か 遅 い 日 䥺 ま で に 䣍 別 記 第 一 号 様 式 の 十 九 に よ

る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 提 出 書 に 䣍 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る

地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 を 添 え て 行 わ な け れ ば な ら な い 䣎 た だ し 䣍

知 事 が 困 難 と 認 め る 理 由 で 当 該 期 日 ま で に 提 出 で き な い 場 合 に あ

䣬 て は 䣍 知 事 が 別 に 定 め る 日 ま で 䥹 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の

指 定 が あ 䣬 た 年 度 に あ 䣬 て は 䣍 当 該 日 と 当 該 指 定 の 日 か ら 九 十 日

を 経 過 し た 日 と の い ず れ か 遅 い 日 ま で 䥺 に 行 う も の と す る 䣎  

２ 条 例 第 六 条 第 十 二 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 䣍 次 の と お

り と す る 䣎  

２ 条 例 第 六 条 第 十 一 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 䣍 次 の と お

り と す る 䣎  

一 事 業 所 の 名 称 䣍 所 在 地 䣍 業 種 䣍 用 途 䣍 用 途 別 床 面 積 そ の 他 事

業 所 の 概 要  

一 事 業 所 の 名 称 䣍 所 在 地 䣍 業 種 䣍 用 途 䣍 用 途 別 床 面 積 䣍 敷 地 面

積 そ の 他 事 業 所 の 概 要  

二 か ら 七 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  二 か ら 七 ま で 䥹 略 䥺  

䥹 統 括 管 理 者 等 の 選 任 䥺  䥹 統 括 管 理 者 等 の 選 任 䥺  

第 四 条 の 二 十 四 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 二 十 四 䥹 略 䥺  

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  

３ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ３ 䥹 略 䥺  

一 䥹 現 行 の と お り 䥺  一 䥹 略 䥺  

ア か ら オ ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  ア か ら オ ま で 䥹 略 䥺  

カ 電 気 事 業 法 第 四 十 四 条 第 一 項 に 定 め る 第 一 種 電 気 主 任 技 術

者 免 状 䣍 第 二 種 電 気 主 任 技 術 者 免 状 又 は 第 三 種 電 気 主 任 技 術

者 免 状 の 交 付 を 受 け て い る 者  

䥹 新 設 䥺  

二 及 び 三 䥹 現 行 の と お り 䥺  二 及 び 三 䥹 略 䥺  

第 四 条 の 二 十 五 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 二 十 五 䥹 略 䥺  



 

䥹 特 定 テ ナ ン ト 等 事 業 者 の 計 画 書 の 提 出 䥺  䥹 特 定 テ ナ ン ト 等 事 業 者 の 計 画 書 の 提 出 䥺  
第 四 条 の 二 十 六 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 二 十 六 䥹 略 䥺  

２ 条 例 第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 特 定 テ ナ ン ト 等 地 球 温 暖 化 対 策

計 画 書 の 提 出 は 䣍 毎 年 度 十 一 月 末 日 䥹 当 該 特 定 テ ナ ン ト 等 事 業 者

が 使 用 す る 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 指 定 が あ 䣬 た 年 度 に あ 䣬

て は 䣍 当 該 日 と 当 該 指 定 の 日 か ら 九 十 日 を 経 過 し た 日 と の い ず れ

か 遅 い 日 䥺 ま で に 䣍 別 記 第 一 号 様 式 の 二 十 一 に よ る 特 定 テ ナ ン ト

等 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 提 出 書 に 䣍 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る

特 定 テ ナ ン ト 等 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 を 添 え て 行 う も の と す る 䣎

た だ し 䣍 知 事 が 困 難 と 認 め る 理 由 で 当 該 期 日 ま で に 提 出 で き な い

場 合 に あ 䣬 て は 䣍 知 事 が 別 に 定 め る 日 ま で 䥹 当 該 特 定 テ ナ ン ト 等

事 業 者 が 使 用 す る 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 指 定 が あ 䣬 た 年 度

に あ 䣬 て は 䣍 当 該 日 と 当 該 指 定 の 日 か ら 九 十 日 を 経 過 し た 日 と の

い ず れ か 遅 い 日 ま で 䥺 に 行 う も の と す る 䣎  

２ 条 例 第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 特 定 テ ナ ン ト 等 地 球 温 暖 化 対 策

計 画 書 の 提 出 は 䣍 毎 年 度 十 一 月 末 日 䥹 当 該 特 定 テ ナ ン ト 等 事 業 者

が 使 用 す る 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 指 定 が あ 䣬 た 年 度 に あ 䣬

て は 䣍 当 該 日 と 当 該 指 定 の 日 か ら 九 十 日 を 経 過 し た 日 と の い ず れ

か 遅 い 日 䥺 ま で に 䣍 別 記 第 一 号 様 式 の 二 十 に よ る 特 定 テ ナ ン ト 等

地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 提 出 書 に 䣍 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る 特

定 テ ナ ン ト 等 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 を 添 え て 行 う も の と す る 䣎 た

だ し 䣍 知 事 が 困 難 と 認 め る 理 由 で 当 該 期 日 ま で に 提 出 で き な い 場

合 に あ 䣬 て は 䣍 知 事 が 別 に 定 め る 日 ま で 䥹 当 該 特 定 テ ナ ン ト 等 事

業 者 が 使 用 す る 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 指 定 が あ 䣬 た 年 度 に

あ 䣬 て は 䣍 当 該 日 と 当 該 指 定 の 日 か ら 九 十 日 を 経 過 し た 日 と の い

ず れ か 遅 い 日 ま で 䥺 に 行 う も の と す る 䣎  

３ 及 び ４ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ３ 及 び ４ 䥹 略 䥺  

䥹 添 付 書 類 䥺  䥹 添 付 書 類 䥺  

第 四 条 の 二 十 七 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 四 条 の 二 十 七 䥹 略 䥺  

一 か ら 十 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  一 か ら 十 ま で 䥹 略 䥺  

十 一 第 四 条 の 二 十 第 一 項 の 優 良 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 認 定

申 請 書  
十 一 第 四 条 の 二 十 第 一 項 の 優 良 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 削 減

義 務 率 減 少 申 請 書  

十 二 䥹 現 行 の と お り 䥺  十 二 䥹 略 䥺  

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  

䥹 事 業 者 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 の 公 表 等 䥺  䥹 事 業 者 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 の 公 表 等 䥺  

第 五 条 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 五 条 䥹 略 䥺  



 

一 か ら 四 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  一 か ら 四 ま で 䥹 略 䥺  

五 前 年 度 の 一 次 エ ネ ル ギ 䤀 換 算 量 の 一 平 方 メ 䤀 ト ル 当 た り の 量  䥹 新 設 䥺  
六 䥹 現 行 の と お り 䥺  五 䥹 略 䥺  

２ 及 び ３ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 及 び ３ 䥹 略 䥺  

䥹 知 事 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 の 公 表 等 䥺  䥹 知 事 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 の 公 表 等 䥺  

第 五 条 の 二 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 五 条 の 二 䥹 略 䥺  

一 か ら 三 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  一 か ら 三 ま で 䥹 略 䥺  

四 前 年 度 の 一 次 エ ネ ル ギ 䤀 換 算 量 の 一 平 方 メ 䤀 ト ル 当 た り の 量  䥹 新 設 䥺  

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 䣍 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 に 記 載 す

る 事 項 䥹 経 営 に 関 す る 事 項 そ の 他 公 表 す る こ と に よ り 指 定 地 球

温 暖 化 対 策 事 業 者 の 競 争 上 若 し く は 事 業 運 営 上 の 地 位 そ の 他 社

会 的 な 地 位 が 損 な わ れ る 事 項 又 は 保 安 上 重 大 な 影 響 を 与 え る 事

項 と し て 知 事 が 認 め る 事 項 を 除 く 䣎 䥺  

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 䣍 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 に 記 載 す

る 事 項 䥹 経 営 に 関 す る 事 項 そ の 他 公 表 す る こ と に よ り 指 定 地 球

温 暖 化 対 策 事 業 者 の 競 争 上 若 し く は 事 業 運 営 上 の 地 位 そ の 他 社

会 的 な 地 位 が 損 な わ れ る 事 項 又 は 保 安 上 重 大 な 影 響 を 与 え る 事

項 と し て 知 事 が 認 め る 事 項 を 除 く 䣎 䥺  

２ 及 び ３ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 及 び ３ 䥹 略 䥺  

第 五 条 の 三 か ら 第 五 条 の 四 の 二 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 五 条 の 三 か ら 第 五 条 の 四 の 二 ま で 䥹 略 䥺  

䥹 充 当 記 録 䥺  䥹 充 当 記 録 䥺  

第 五 条 の 四 の 三 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 等 か ら の 申 請 に 基 づ く

条 例 第 八 条 の 五 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 充 当 記 録 又 は 当 該 充 当 記

録 の た め の 義 務 充 当 に つ い て は 䣍 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 記

第 一 号 様 式 の 二 十 二 に よ る 充 当 記 録 等 申 請 書 に よ り 䣍 知 事 が 行 う

も の と す る 䣎  

第 五 条 の 四 の 三 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 等 か ら の 申 請 に 基 づ く

条 例 第 八 条 の 五 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 充 当 記 録 又 は 当 該 充 当 記

録 の た め の 義 務 充 当 に つ い て は 䣍 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 記

第 一 号 様 式 の 二 十 一 に よ る 充 当 記 録 等 申 請 書 に よ り 䣍 知 事 が 行 う

も の と す る 䣎  

一 か ら 六 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  一 か ら 六 ま で 䥹 略 䥺  

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  



 

第 五 条 の 五 か ら 第 五 条 の 十 三 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 五 条 の 五 か ら 第 五 条 の 十 三 ま で 䥹 略 䥺  
䥹 添 付 書 類 䥺  䥹 添 付 書 類 䥺  

第 五 条 の 十 三 の 二 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 五 条 の 十 三 の 二 䥹 略 䥺  
一 か ら 三 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  一 か ら 三 ま で 䥹 略 䥺  

四 前 条 第 一 項 の 検 証 業 務 規 程 届 出 書  四 第 五 条 の 十 三 第 一 項 の 検 証 業 務 規 程 届 出 書  

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  

第 五 条 の 十 四 か ら 第 七 十 九 条 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 五 条 の 十 四 か ら 第 七 十 九 条 ま で 䥹 略 䥺  

䥹 処 分 に つ い て の 意 見 の 申 出 䥺  䥹 処 分 に つ い て の 意 見 の 申 出 䥺  

第 八 十 条 条 例 第 五 条 の 八 第 一 項 䣍 同 条 第 三 項 䣍 第 五 条 の 十 三 第 一

項 䣍 第 五 条 の 十 四 第 二 項 䣍 第 五 条 の 十 五 第 二 項 䣍 同 条 第 四 項 䣍 第

五 条 の 十 八 䣍 第 五 条 の 二 十 六 第 三 項 䣍 第 八 条 の 五 第 一 項 䣍 第 八 条

の 九 第 一 項 䣍 第 八 条 の 十 九 第 一 項 䣍 第 八 条 の 二 十 䣍 第 八 条 の 二 十

一 䣍 第 四 十 二 条 第 一 項 䣍 第 五 十 八 条 䣍 第 六 十 条 䣍 第 九 十 一 条 䣍 第

九 十 八 条 第 四 項 䣍 第 百 二 条 䣍 第 百 三 条 䣍 第 百 十 四 条 第 一 項 䣍 同 条

第 二 項 䣍 同 条 第 四 項 䣍 第 百 十 五 条 第 二 項 䣍 同 条 第 三 項 䣍 同 条 第 五

項 䣍 第 百 十 六 条 第 四 項 䥹 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 䣎 䥺 䣍 第 百 十 六 条 第 五 項 䥹 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 䣎 䥺 䣍 第 百 十 六 条 第 七 項 䥹 第 百 十 六 条 の

二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 䣎 䥺 䣍 第 百 二 十 五 条 第 二 項 䣍

第 百 三 十 九 条 又 は 第 百 五 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 そ の 他 の

処 分 を 受 け た 者 は 䣍 当 該 処 分 に つ い て 意 見 が あ る と き は 䣍 他 の 法

令 及 び 条 例 の 規 定 に よ る ほ か 䣍 当 該 処 分 の あ 䣬 た こ と を 知 䣬 た 日

か ら お お む ね 七 日 以 内 に 䣍 知 事 に 当 該 意 見 を 申 し 出 る こ と が で き

る 䣎  

第 八 十 条 条 例 第 五 条 の 八 第 一 項 䣍 同 条 第 三 項 䣍 第 五 条 の 十 三 第 一

項 䣍 第 五 条 の 十 四 第 二 項 䣍 第 五 条 の 十 五 第 二 項 䣍 第 五 条 の 十 八 䣍

第 八 条 の 五 第 一 項 䣍 第 八 条 の 九 第 一 項 䣍 第 八 条 の 十 九 第 一 項 䣍 第

八 条 の 二 十 䣍 第 八 条 の 二 十 一 䣍 第 四 十 二 条 第 一 項 䣍 第 五 十 八 条 䣍

第 六 十 条 䣍 第 九 十 一 条 䣍 第 九 十 八 条 第 四 項 䣍 第 百 二 条 䣍 第 百 三 条 䣍

第 百 十 四 条 第 一 項 䣍 同 条 第 二 項 䣍 同 条 第 四 項 䣍 第 百 十 五 条 第 二 項 䣍

同 条 第 三 項 䣍 同 条 第 五 項 䣍 第 百 十 六 条 第 四 項 䥹 第 百 十 六 条 の 二 第

二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 䣎 䥺 䣍 第 百 十 六 条 第 五 項 䥹 第 百

十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 䣎 䥺 䣍 第 百 十 六 条

第 七 項 䥹 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 䣎 䥺 䣍

第 百 二 十 五 条 第 二 項 䣍 第 百 三 十 九 条 又 は 第 百 五 十 五 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 命 令 そ の 他 の 処 分 を 受 け た 者 は 䣍 当 該 処 分 に つ い て 意 見

が あ る と き は 䣍 他 の 法 令 及 び 条 例 の 規 定 に よ る ほ か 䣍 当 該 処 分 の

あ 䣬 た こ と を 知 䣬 た 日 か ら お お む ね 七 日 以 内 に 䣍 知 事 に 当 該 意 見

を 申 し 出 る こ と が で き る 䣎  



 

２ 䥹 現 行 の と お り 䥺  ２ 䥹 略 䥺  
第 八 十 一 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  第 八 十 一 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で 䥹 略 䥺  

別 表 第 一 か ら 別 表 第 二 十 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  別 表 第 一 か ら 別 表 第 二 十 ま で 䥹 略 䥺  

別 記 第 一 号 様 式 及 び 別 記 第 一 号 様 式 の 二 䥹 現 行 の と お り 䥺  別 記 第 一 号 様 式 及 び 別 記 第 一 号 様 式 の 二 ま で 䥹 略 䥺  

別 記 第 一 号 様 式 の 三 䥹 別 紙 の と お り 䥺  別 記 第 一 号 様 式 の 三 䥹 別 紙 の と お り 䥺  

別 記 第 一 号 様 式 の 四 か ら 第 一 号 様 式 の 十 六 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  別 記 第 一 号 様 式 の 四 か ら 第 一 号 様 式 の 十 六 ま で 䥹 略 䥺  

別 記 第 一 号 様 式 の 十 七 䥹 別 紙 の と お り 䥺  別 記 第 一 号 様 式 の 十 七 䥹 別 紙 の と お り 䥺  

別 記 第 一 号 様 式 の 十 八 か ら 別 記 第 一 号 様 式 の 十 八 の 十 九 ま で 䥹 現

行 の と お り 䥺  

別 記 第 一 号 様 式 の 十 八 別 記 第 一 号 様 式 の 十 八 の 十 九 ま で 䥹 略 䥺  

別 記 第 一 号 様 式 の 十 九 䥹 別 紙 の と お り 䥺  䥹 新 設 䥺  

別 記 第 一 号 様 式 の 十 九 の 二 䥹 別 紙 の と お り 䥺  䥹 新 設 䥺  

別 記 第 一 号 様 式 の 二 十 䥹 別 紙 の と お り 䥺  別 記 第 一 号 様 式 の 十 九 䥹 別 紙 の と お り 䥺  

別 記 第 一 号 様 式 の 二 十 一 䥹 別 紙 の と お り 䥺  別 記 第 一 号 様 式 の 二 十 䥹 別 紙 の と お り 䥺  

別 記 第 一 号 様 式 の 二 十 二 䥹 別 紙 の と お り 䥺  別 記 第 一 号 様 式 の 二 十 一 䥹 別 紙 の と お り 䥺  

別 記 第 二 号 様 式 か ら 第 三 十 九 号 様 式 ま で 䥹 現 行 の と お り 䥺  別 記 第 二 号 様 式 か ら 第 三 十 九 号 様 式 ま で 䥹 略 䥺  

 


